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原因分析委員会第五部会 

 

１．事例の概要 

初産婦。妊娠３７週に胎児発育不全のため精査目的で入院し、異常はみら

れず、数日で退院となった。妊娠３９週６日、陣痛発来のため入院となった。

胎児心拍数陣痛図では、基線細変動は正常からやや減少しており、軽度およ

び高度変動一過性徐脈が認められた。体位変換や酸素投与が行われ、妊産婦

に帝王切開の可能性について説明した。その後、胎児心拍数陣痛図上、基線

細変動は正常で、高度遷延一過性徐脈が認められた。入院から５時間５０分

後、医師は妊産婦に帝王切開の必要性について説明した。その後、胎児心拍

数陣痛図上、再び高度遷延一過性徐脈が認められた。再度、妊産婦に帝王切

開の必要性について説明が行われ、入院から８時間１０分後、妊産婦の同意

を得て帝王切開を決定し、その３９分後に児を娩出した。臍帯は細く、羊水

は過少で著明な混濁があり、胎盤重量は３３０ｇであった。 

児の在胎週数は３９週６日で、出生体重は２４７７ｇであった。臍帯動脈

血ガス分析はｐＨ７．２５２、ＰＣＯ２５９．０ｍｍＨｇ、ＰＯ２１４ｍｍＨ

ｇ、ＨＣＯ３
－２６ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１ｍｍｏｌ／Ｌであった。生後１分

のアプガースコアは３点（心拍１点、筋緊張１点、反射１点）で、気管挿管

が行われ、生後５分のアプガースコアは７点（心拍２点、呼吸２点、筋緊張

１点、反射１点、皮膚色１点）であり、ＮＩＣＵへ入院となった。生後４時
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間、時々全身に力が入り痙攣様の動きがみられ、生後１日、易刺激性、ペダ

ル運動様動作があり、催眠鎮静剤、抗痙攣剤が投与され、生後３日、痙攣は

消失した。生後１７日の頭部ＭＲＩでは異常所見を認めず、生後２６日に退

院した。その後、発育の遅れを認め、生後６ヶ月に脳性麻痺と診断された。 

本事例は病院における事例であり、産科医２名、小児科医２名と、助産師

４名、看護師３名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、胎盤機能不全による慢性低酸素状

態や胎児発育不全のための予備能の低下を背景因子として、通常では影響を

与えない程度の子宮収縮に伴う酸素分圧の低下か、あるいは間欠的な臍帯圧

迫による臍帯血流障害などの負荷が、それぞれ単独で、または相乗的に作用

し、児の中枢神経系に低酸素状態あるいは虚血状態を生じたため、児が出生

後に低酸素性虚血性脳症を発症したことと考えられる。中枢神経系障害を生

じた時期を特定することはできない。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠３６週以降、胎児心拍数モニタリングを実施したこと、および妊娠３

７週２日に超音波断層法にて胎児発育不全と判断し、管理入院としたことは

一般的である。管理入院中の胎児心拍数陣痛図において異常を認めないこと

から退院として外来管理としたこと、および妊娠３９週２日の妊婦健診時に

異常を認めなかったことから外来管理を継続したことは選択肢のひとつであ

る。 

妊娠３９週６日に陣痛発来にて入院後、分娩までほぼ連続して胎児心拍数

モニタリングを行ったことは一般的である。入院後の胎児心拍数陣痛図にお
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いてレベル３（異常波形Ⅰ）と判断できる状況で、保存的処置を行い、帝王

切開の可能性について説明したことも一般的である。その後レベル４（異常

波形Ⅱ）と判断できる状況で帝王切開を勧めたこと、看護スタッフが術前準

備を迅速に行ったこと、およびその後に高度遷延一過性徐脈が出現した状況

で帝王切開を決定したことは医学的妥当性がある。帝王切開決定から３９分

で児を娩出したこと、および臍帯動脈血ガス分析を実施したことは一般的で

ある。 

出生後の一連の新生児蘇生処置およびＮＩＣＵ入院管理としたことはいず

れも一般的である。ＮＩＣＵ入院後の一連の対応も一般的である。退院後も

定期的にフォローアップしたことも一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）診療録の記載について 

妊娠経過中の超音波断層法による羊水量、胎盤や臍帯の所見などの記

載が不十分であった。外来および入院中について、超音波断層法での検

査所見を診療録に正確に記載することが望まれる。 

（２）Ｂ群溶血性連鎖球菌（ＧＢＳ）スクリーニング検査について 

本事例では、腟分泌物培養検査が実施されていなかった。「産婦科診療

ガイドライン－産科編２０１４」では、妊娠３３週から３７週での実施

を推奨しており、ガイドラインに則した実施が望まれる。 

（３）胎盤病理組織学検査について 

胎盤の病理組織学検査は、原因の解明に寄与する可能性があるので、

分娩経過に異常があった場合や重症の新生児仮死が認められた場合には、

実施することが望まれる。 
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 （４）事例検討について 

児が重症の新生児仮死で出生した場合や重篤な結果がもたらされた場

合は、その原因検索や今後の改善策などについて院内で事例検討を行う

ことが望まれる。 

 

 ２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

 ３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

 （１）学会・職能団体に対して 

    特になし。 

 （２）国・地方自治体に対して 

人員について 

当該分娩機関は、周産期母子医療センターであり、年間分娩件数と帝王

切開件数から考えると、産婦人科常勤医師数が少ない。地方では当該分娩

機関同様、現在もなお産科医不足の状況が続いている。国・地方自治体に

は、今後も引き続き、産科医不足の解消に資する施策を検討することが望

まれる。 

 


